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吉賀町告示第99号 

 令和４年第２回吉賀町議会定例会を次のとおり招集する。 

    令和４年５月19日 

吉賀町長 岩本 一巳 

１ 期  日  令和４年６月９日 

２ 場  所  吉賀町議会議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

桜下 善博君          村上 定陽君 

三浦 浩明君          桑原 三平君 

河村由美子君          松蔭  茂君 

河村 隆行君          大庭 澄人君 

藤升 正夫君          中田  元君 

庭田 英明君          安永 友行君 

────────────────────────────── 

○６月13日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○６月14日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○６月16日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

令和４年 第２回（定例）吉 賀 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                             令和４年６月９日（木曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                         令和４年６月９日 午前９時06分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 行政報告 

 日程第５ 発議第３号 消費税率５％への引き下げを求める意見書（案） 

 日程第６ 承認第１号 専決処分の承認について（吉賀町税条例等の一部を改正する条例） 

 日程第７ 承認第２号 専決処分の承認について（吉賀町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例） 

 日程第８ 報告第２号 繰越明許費繰越計算書について 

 日程第９ 議案第36号 請負契約の締結について（横立団地Ｃ棟建築工事） 

 日程第10 議案第37号 請負契約の締結について（横立団地Ｄ棟建築工事） 

 日程第11 議案第38号 請負契約の締結について（蔵木小学校改修工事） 

 日程第12 議案第39号 吉賀町立学校設置条例の一部を改正する条例について 

 日程第13 議案第40号 吉賀町放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について 

 日程第14 議案第41号 吉賀町社会福祉士等修学資金貸与条例の一部を改正する条例について 

 日程第15 議案第42号 吉賀町介護保険条例の一部を改正する条例について 

 日程第16 議案第43号 令和４年度吉賀町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第17 議案第44号 令和４年度吉賀町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第18 議案第45号 令和４年度吉賀町小水力発電事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第19 議案第46号 令和４年度吉賀町一般会計補正予算（第１号） 

 日程第20 同意第１号 吉賀町監査委員の選任について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 
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 日程第４ 行政報告 

 日程第５ 発議第３号 消費税率５％への引き下げを求める意見書（案） 

 日程第６ 承認第１号 専決処分の承認について（吉賀町税条例等の一部を改正する条例） 

 日程第７ 承認第２号 専決処分の承認について（吉賀町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例） 

 日程第８ 報告第２号 繰越明許費繰越計算書について 

 日程第９ 議案第36号 請負契約の締結について（横立団地Ｃ棟建築工事） 

 日程第10 議案第37号 請負契約の締結について（横立団地Ｄ棟建築工事） 

 日程第11 議案第38号 請負契約の締結について（蔵木小学校改修工事） 

 日程第12 議案第39号 吉賀町立学校設置条例の一部を改正する条例について 

 日程第13 議案第40号 吉賀町放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について 

 日程第14 議案第41号 吉賀町社会福祉士等修学資金貸与条例の一部を改正する条例について 

 日程第15 議案第42号 吉賀町介護保険条例の一部を改正する条例について 

 日程第16 議案第43号 令和４年度吉賀町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第17 議案第44号 令和４年度吉賀町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第18 議案第45号 令和４年度吉賀町小水力発電事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第19 議案第46号 令和４年度吉賀町一般会計補正予算（第１号） 

 日程第20 同意第１号 吉賀町監査委員の選任について 

────────────────────────────── 

出席議員（12名） 

１番 桜下 善博君        ２番 村上 定陽君 

３番 三浦 浩明君        ４番 桑原 三平君 

５番 河村由美子君        ６番 松蔭  茂君 

７番 河村 隆行君        ８番 大庭 澄人君 

９番 藤升 正夫君        10番 中田  元君 

11番 庭田 英明君        12番 安永 友行君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 
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局長 増本 健治君                  

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 ……………………… 岩本 一巳君   副町長 …………………… 赤松 寿志君 

教育長 …………………… 中田  敦君   教育次長 ………………… 大庭 克彦君 

総務課長 ………………… 野村 幸二君   企画課長 ………………… 深川 仁志君 

税務住民課長 …………… 栩木 昭典君   保健福祉課長 …………… 中林知代枝君 

医療対策課長 …………… 永田 英樹君   産業課長 ………………… 堀田 雅和君 

建設水道課長 …………… 早川 貢一君   柿木地域振興室長 ……… 山根 徳政君 

出納室長 ………………… 村上  恵君                       

────────────────────────────── 

午前９時06分開会 

○議長（安永 友行君）  それでは、ただいまの出席議員数は１２人です。定足数に達しておりま

す。令和４年第２回吉賀町議会定例会を開会します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程は、お手元に配付したとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（安永 友行君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定によって、２番、村上議員、３番、三浦議員を

指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（安永 友行君）  日程第２、会期の決定の件を議題にします。 

 議会運営委員長の報告を求めます。５番、河村議会運営委員長。 

○議会運営委員長（河村由美子君）  それでは、報告をいたします。 

 会期日程につきまして、本日より１６日までの８日間といたします。 

 本日は、議案の上程、質疑ということでございます。 

 一般質問につきましては、１３日、６名、１４日が５名。 

 １６日が最終日でございまして、討論、採決といたします。 

 発議、請願、陳情につきましては、陳情第１号、これは経済委員会に付託をいたします。陳情

２号、これは文書配付といたします。陳情第３号、総務委員会に付託をいたします。陳情第４号、
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文書配付、経済委員会に付託、発議第３号、経済委員会に付託。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  それでは、ただいま河村議会運営委員長が報告したとおり、本定例会の

会期は委員長報告のとおり、本日から６月１６日までの８日間にしたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  異議なしと認め、よって、会期は本日から６月１６日までの８日間と決

定をしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（安永 友行君）  日程第３、諸般の報告を行います。 

 本日の会議に出席の職員の職、氏名は、お手元に配付したとおりです。 

 監査委員よりの例月出納検査報告及び議会の動静報告は、お手元の配付資料のとおりです。 

 また、ただいま議運の委員長のほうからも報告がありましたが、陳情第１号町道朝倉真田線及

びその枝線、並びに抜月橋の整備促進に関する陳情書、陳情第３号国民の祝日「海の日」を７月

２０日に固定化する意見書の提出を求める陳情は、お手元に配付した陳情請願要望等文書表のと

おりにし、陳情第１号は経済常任委員会へ、陳情第３号は総務常任委員会へ付託し、会期中の審

査とすることにしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．行政報告 

○議長（安永 友行君）  日程第４、行政報告を行います。 

 岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  改めておはようございます。令和４年の第２回定例会を招集しましたと

ころ、全議員に御出席いただきましてまことにありがとうございました。 

 行政報告の前に、本定例会に上程をいたします議案について申し上げておきたいと思います。 

 今回上程する議案でございますが、全部で１５件となります。内訳といたしましては、承認案

件が２件、報告案件が１件、請負契約の締結の案件が３件、条例の一部改正が４件、さらに一般

会計、特別会計の補正予算が４件、それから同意案件が１件ということでございます。 

 このうち承認案件につきましては、条例の一部改正に係る専決処分、それから報告案件は繰越

明許費繰越計算書、請負契約の締結につきましては、横立団地建築工事と蔵木小学校の改修工事

でございます。 

 同意案件につきましては、監査委員の選任でございます。 
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 このほか、条例の一部改正と補正予算含めまして、全議案について慎重審議の上、適切な議決

を賜りますように冒頭お願い申し上げておきたいと思います。 

 それでは、配付をさせていただいておりますお手元の資料によりまして、動静報告をさせてい

ただきたいと思います。 

 今回の報告につきましては、３月定例会以降のものとなります。時間の関係もございますので、

主なところに限定をして御報告を申し上げたいと思います。 

 まず３月の定例会でございますが、４日金曜日に招集させていただきまして、１８日金曜まで

の会期でございました。 

 少し下がっていただきまして、７日の月曜日でございます。島根大学医学部医学科地域枠学生

来庁とあります。今回、町内から１名の合格が出ましたので、保護者の方と生徒さん、学生さん

が表敬訪問ということで御報告に来庁されたところでございます。 

 ９日水曜日でございます。島根県婦人会館の訪問、併せましてしまね国際センター理事会のほ

うへ出席をさせていただきました。 

 ３月１０日の木曜日でございます。お弁当ミーティングとあります。これは、かねてから施政

方針等で申し上げておりましたが、準備が整いましたので、第１回目ということでこの日につき

ましては吉賀高校の生徒さん３名、それから教職員の方がお昼に来ていただきまして、町長室の

ほうで私と一緒にお弁当を食べながら、いろいろなことについての歓談をさせていただいたとい

うことでございます。 

 下がっていただきまして、１６日の水曜日でございます。松江市におきまして国民スポーツ大

会・全国障害者スポーツ大会の島根県準備委員会第２回の総会が行われました。 

 ２ページに入りまして、３月２０日の日曜日でございます。道の駅かきのきむらの創業２５周

年の大創業祭が行われましたので、そちらのほうへ出かけさせていただきました。 

 同じく、その日の午後でございますが、多文化交流イベントということで、町内の外国人の方

お出かけをいただきまして、町民の方と一緒に石見神楽、白谷神楽を鑑賞するとともに、軽ス

ポーツで交流を深めたところでございます。 

 ２３日の水曜日でございます。元島根県老人クラブ連合会副会長でありました河野孝祐さんが

全国表彰受けられたということで、その受賞の報告に来庁されました。 

 ３ページに入りまして、一番上の２８日の月曜日でございます。年度末が近づきましたので松

江へ出かけまして、島根県庁ほか関連する団体等への挨拶周りを行いました。 

 ２９日火曜日は、吉賀町交通安全対策協議会を開催したところでございます。 

 年度末３１日の木曜日につきましては、年度終わり式と退任式。 

 年度変わりまして、４月１日金曜日は、年度初め式と新任式を行っております。 
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 ２日の土曜日でございます。アスノワの七日市出張所でイベントが行われましたので、こちら

のほうへ参加をさせていただきました。 

 一番下の５日の火曜日でございますが、次のページに記載をしております４ページのところに

ありますが、教職員の皆さんの新任式が行われましたので、そちらのほうへ出かけて御挨拶をさ

せていただきました。 

 ７日の木曜日でございます。株式会社ＧＢＡ加工所の視察ということで、これ議会の全員協議

会も行われましたので、私も同行させていただいたところでございます。 

 ９日の土曜日でございます。松江におきまして、第７８代衆議院議長就任されました細田先生

の記念講演会が行われましたので、参加をさせていただきました。 

 ４月の１２日と１３日でございますが、交通安全運動が始まったさなかでございますが、テン

ト村の開設、六日市支部と柿木支部で行われましたので、それぞれ参加をさせていただいたとこ

ろでございます。 

 その下の１４日の木曜日でございます。六日市病院の案件につきまして、島根県庁、とりわけ

隠岐石見地域振興室と健康福祉部のほうへ出かけております。 

 １５日の金曜日は、自治会長会議を開催をさせていただきました。 

 ５ページに入りまして、１６日の土曜日でございます。益田市におきまして、島根県トラック

協会益田支部の研修会が行われましたので、参加をしております。 

 １８日の月曜日は、町議会の全員協議会でございました。 

 １９日の火曜日、同じく六日市病院の関係で県庁を訪問し、健康福祉部のほうで部長以下と面

会をさせていただいたところでございます。 

 ２１日の木曜日、これにつきましても病院の関係でございました。県庁、健康福祉部の医療統

括監が来庁されました。 

 ２４日の日曜日でございます。御逝去されました竹下亘衆議院議員先生のお別れ会が出雲市で

行われて、参加をさせていただきました。 

 ２５日の月曜日でございます。毎年行っております島根県の松尾顧問ほか関係者の方が来庁さ

れておりまして、行政視察と意見交換を行ったところでございます。 

 下がっていただきまして、４月２８日木曜日でございます。島根県医療政策課長が六日市病院

の関係で御来庁されました。 

 次のページ、６ページ中ほどでございます。５月に入りますが、１２日木曜日、益田市で行わ

れました益田地区各種期成同盟会の総会、それから国土交通省浜田河川国道事務所のほうから事

業説明が行われたところでございます。 

 １６日月曜日につきましては、石見空港ターミナルビルの監査で益田へ出かけております。 
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 １７日火曜日は、町の防災会議。 

 １８日水曜日につきましては、道路の関係で上京いたしまして、通常総会それから全国大会、

さらに県選出国会議員の先生方への要望活動を関係者の皆さんと行ったところでございます。 

 ７ページでございます。２３日の月曜日でございます。島根県庁健康福祉部のほう訪問させて

いただきまして、六日市病院についての協議をしたところでございます。その足、益田のほうへ

帰りまして、緊急事態発生時における廃棄物処理に関する協定書の締結式と広域事務組合の理事

会、意見交換を行ったところでございます。 

 ２４日火曜日につきましては、広島市で行われました中国国道協会の総会へ出かけました。 

 ２６日木曜日につきましては、上京いたしまして全国治水砂防の関係でございますが、こちら

の通常総会へ出かけております。 

 ２９日の日曜日につきましては、町内に事務局がございますＮＰＯ法人日本に健全な森をつく

り直す委員会の主催でございましたが、養老孟司先生をお招きしてのイベントがございましたの

で、こちらのほうへ参加をさせていただきました。 

 ３０日の月曜日につきましては、町民有志の会の皆さんが六日市学園の利活用の要望書を提出

されましたので、これについての対応をしております。 

 ３１日は、例年行っております広島のマツダスタジアムで行われましたわがまち魅力発信隊の

ほうへ参加をさせていただいたところでございます。 

 ６月に入りまして、２日でございます。松江へ出かけまして島根県町村会の事務局長と面会す

るとともに、しまね国際センターの通常理事会のほうへ参加いたしました。 

 帰りましてその日の夕刻でございます。議会のほうにも報告をさせていただきましたが、社会

医療法人石州会経営改善計画評価委員会の野崎委員長のほうから報告書の提出を受けたところで

ございます。 

 ３日につきましては、町議会の全員協議会が開催されました。 

 それから、３日の金曜日、４日の土曜日と続きましたが、町内で２回にわたってのその他火災

が福川と蔵木で発生いたしましたので、対応させていただきました。 

 最後、８ページでございます。６月５日につきましては、先般日曜日でございますが、この後

ろの基幹集落センターと体育館のほうで災害時外国人サポーター養成研修並びに外国人住民のた

めの防災訓練が行われ、参加をさせていただきました。 

 ６日月曜日につきましては、石州会六日市病院のほうへ訪問させていただきまして、先般議会

のほうで報告させていただいた町の方針につきまして、文書をもって報告をさせていただいたと

ころでございます。 

 ７日につきましては、益田で開催されました石西地域農林振興協議会の総会のほうへ参加をし
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たということでございます。 

 以上でございます。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．発議第３号 

○議長（安永 友行君）  日程第５、発議第３号消費税率５％への引き下げを求める意見書（案）

を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  それでは、ただいま議題となりました発議第３号につきまして、

読み上げて提案をさせていただきたいと思います。 

 発議第３号、令和４年６月９日、吉賀町議会議長安永友行様、提出者、吉賀町議会議員藤升正

夫。 

 消費税率５％への引き下げを求める意見書（案）、上記の議案を、別紙のとおり会議規則第

１４条第１項の規定により提出します。理由といたしまして、物価高騰から国民の生活と地域経

済を守るためであります。 

 裏面いっていただきまして、消費税率５％への引き下げを求める意見書（案）。 

 総務省が５月２７日発表した５月の東京都区部消費者物価指数は、価格変動の大きい生鮮食品

を除く総合指数が１０１.５と、前年同月比１.９％上昇しました。プラスは９か月連続で、伸び

率は消費税増税の影響があった２０１５年（平成２７年）３月の２.２％以来、７年１か月ぶり

の高水準を記録した４月と同じでした。 

 物価高騰の原因は、新型コロナやロシアのウクライナ侵略による影響とともに、円安による輸

入価格の上昇であり、今後も物価高が続くと想定されます。 

 特に、食品や生活必需品の値上げが大きく、帝国データバンクの調査によると２２年（令和

４年）の価格改定計画は、上場主要食品メーカー１０５社で、すいません累計累計が二重になっ

ておりますので１個累計を消していただいて言いますが、累計８,３８５品目の値上げ、平均値

上げ率は１２％となることが明らかになっています。 

 原油の値上げは、ガソリンなどの燃料、電気、運輸、ペットボトル入り商品まで、あらゆる場

面での値上げにつながっています。物価高騰への対策として緊急に求められているのは、消費税

率５％への引き下げです。 

 消費税減税は、所得の少ない人ほど効果が大きく、中小零細事業者ほど税負担の軽減につなが

り、国民の購買力を高める景気策となります。 

 消費税減税の財源は、応能負担の原則をつらぬいて確保することが必要です。上場企業の３月

期決算では、史上最高益となった企業の比率は３０％と３０年ぶりの高水準と報じられています。
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読売新聞の世論調査では、政府が優先的に取り組む対策として「大企業や富裕層への課税強化な

ど税制の見直し」と答えた人は５０％にのぼります。 

 富裕層・大企業への優遇を見直し応分の負担を求めることは、所得の再配分という経済の持続

可能な成長にとって不可欠な仕組みです。 

 政府並びに国会におかれましては、国民の暮らし、経済を立て直すため、消費税率を５％に引

き下げられるよう強く求めます。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 提出先といたしまして、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、経済

再生担当相としておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（安永 友行君）  提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 提案者に対しての質疑はありませんか。よろしいです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようです。お諮りをいたします。本件については、所管の経

済常任委員会に付託し、会期中の審査とすることにしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  異議なしと認めます。本件については、所管の経済常任委員会に付託し、

会期中の審査とすることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．承認第１号 

○議長（安永 友行君）  日程第６、承認第１号専決処分の承認について（吉賀町税条例等の一部

を改正する条例）を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、承認第１号専決処分の承認についてであります。 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分

したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 令和４年６月９日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 専決処分書でございますが、地方自治法第１７９条第１項の規定により、議会を招集する時間

的余裕がないので次のとおり専決する。 

 １、吉賀町税条例等の一部を改正する条例でございます。 

 詳細につきましては、所管いたします税務住民課長が御説明申し上げますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。栩木税務住民課長。 
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○税務住民課長（栩木 昭典君）  それでは、吉賀町税条例等の一部を改正する条例につきまして

詳細説明をさせていただきます。 

 地方自治法等の一部を改正する法律が公布され、一部を除いて４月１日から施行されることに

伴いまして、地方自治法１７９条第１項の規定により吉賀町税条例等の一部を改正することにつ

いて専決処分をしましたので、これを議会に報告し承認を求めるものであります。 

 令和４年度の地方税制の主な改正は、個人住民税では住宅借入等特別税控除の適用期限の４年

間の延長、また固定資産税では不動産登記法の改正により納税証明書の記載事項の変更による改

正などです。 

 それでは、条例改正案及び参考資料を御覧ください。説明は、参考資料の新旧対照表でさせて

いただきます。 

 なお、施行日につきましては参考資料の吉賀町条例の改正概要を御覧ください。 

 最初に、町民税の改正について説明させていただきます。新旧対照表の１ページの第３３条の

関係です。 

 町民税における上場株式等の配当所得等に係る課税方式について、特定配当等及び特定株式等

譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させる措置を講ずるものであります。この見

直しに伴い、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用要件が所得税と一致する

よう改正されるものです。 

 第３３条４項が特定配当等に係るもの、次の２ページの第６項が特定株式等譲渡に係る改正と

なります。 

 ３ページの第３４条の９、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除においては、総合課税また

は分離課税がある場合の税額控除、確定申告の記載によって行うことについての改正であります。 

 続いて、町民税の申告の３６条の２、第１項、第２項、３６条の３、第２項、第３項につきま

しても、所得税と一致するように改正されるものです。 

 次に、８ページ、附則第７条の３の２の改正です。所得税の住宅ローン控除適用者において所

得税より控除されなかった額を、所得税の課税総所得金額等の５％、最高で９万７,５００円の

控除限度額の範囲内で個人住民税から控除できるように改正されました。また、適用年限を３年

間延長し、令和７年１２月３１日までの居住者が対象となります。 

 なおこの措置による減収額につきましては、全額国費、地方特例交付金でございますが、によ

って補填されます。 

 次に、固定資産税の改正につきまして説明いたします。 

 戻っていただきまして、１ページの１８条の４及び８ページの７３条の２、７３条の３の改正

です。これは不動産登記法の改正によりまして、登記簿に登記される事項が新たに追加されるこ
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とに伴いまして、地方税法３８２条の４の規定により証明書に住所に替わるものとして、施行規

則で定める事項を記載したものを交付しなければならないことにする法律改正に伴う改正です。 

 次に、附則第１０条の２、第２５条の改正です。貯留機能保全区域の指定を受けた土地につき

ましては、我が町特例を適用し、４分の３の軽減措置を講ずることとした改正です。これは課税

標準額の４分の３ということです。しかしながら、これにつきましては現在のところ本町では指

定区域はございませんので、適用はないというふうに思っております。 

 そのほか、所要の条文整理と条例の項ずれによる変更がございますので、新旧対照表でお読み

取りください。 

 以上で、吉賀町条例の一部を改正する条例の詳細説明とさせていただきます。御審議のほどよ

ろしくお願いします。 

○議長（安永 友行君）  提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。５番、河村由美子議員。 

○議員（５番 河村由美子君）  説明書の１ページなんですけども、改正後の案というのがありま

して、１８条の４ですけども、これ道路運送車両法第９７条の２というのがありますが、現行は

納付書が、軽自動車に限ってですね町税ですから送ってきて、領収したら必ず隣ていうか同時に

納税証明書がついておるんですけども、年度初めは５月に払えと言うことですから払うんですけ

ど、年がたって翌年ぐらいになると納税証明書というのはなくされてる方が多いんですよ。 

 そうすると、車検証の原本提出せにゃ交付せんというようなことに変わって、非常に業者とし

ては手間がかかると言いますかね、ちょっと厳しいところがあるんですけども、その辺を従来ど

おりにやってもらうという方法はとれないもんでしょうか。これは業界の話なんですけども。 

○議長（安永 友行君）  栩木税務住民課長。 

○税務住民課長（栩木 昭典君）  お答えします。 

 通常でございますと、５月にお支払いただいた後に、口座振替ですと郵送によって納税証明書

等を送らせていただきます。それから、納付書につきましても納付書の一部に納税証明書と同等

のものがございますのでそういったものを活用していただくんですが、それ以外の場合につきま

して、基本的にその本人確認というのがきちんと取れてないということで、車検証の原本をとい

うことで今やらせていただいております。 

 基本的には、小さな町でございますので業者さんのこともよく分かっておりますし、業者さん

が来れば特に原本でなくてもということも理解はできるんですけども、業者さん以外の個人の方

も来られることもございます。 

 そういった方が、全く他人の納税証明書を請求されるということもございますので、そういっ

た場合にはやはり印鑑登録証と同じように車検証が委任状のかわり、車検証を第三者に預けると
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いうことで委任状のかわりと同じように受け取って、本人確認をさせていただいたというような

形で今そういう手続きをさせていただいておりますので、御理解いただけたらと思います。 

 それから、今ちょうどシステムの改修をしておりまして、普通自動車と同じように軽自動車に

つきましても全国で、ＯＳＳというワンストップサービスのシステムを今度取り入れることによ

ってインターネットで納税の確認ができるように今からはなりますので、今年度中には吉賀町の

ほうもシステムの改修が終わりますので、そういったものを利用していただくという方法だと、

今まで以上に簡素にできるかと思います。よろしくお願いします。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。よろしいです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はこれで終わります。 

 これより討論を行います。反対討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 日程第６、承認第１号専決処分の承認について（吉賀町税条例等の一部を改正する条例）を採

決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（安永 友行君）  全員賛成です。したがって、本案は原案のとおり可決承認をされました。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．承認第２号 

○議長（安永 友行君）  日程第７、承認第２号専決処分の承認について（吉賀町国民健康保険税

条例の一部を改正する条例）を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  続きまして、承認第２号専決処分の承認についてでございます。 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分

したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 令和４年６月９日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 専決処分書でございます。地方自治法第１７９条第１項の規定により、議会を招集する時間的

余裕がないので次のとおり専決する。 

 １、吉賀町国民健康保険税条例の一部を改正する条例でございます。 

 詳細につきましては、所管いたします保健福祉課長が御説明申し上げますので、よろしくお願
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いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。中林保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中林知代枝君）  それでは、承認第２号吉賀町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例について詳細説明を行います。 

 賦課限度額の改正についてでございます。 

 国民健康保険被保険者に賦課する国民健康保険税には、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税

額、介護納付金課税額の３つから構成されており、それらに賦課できる金額について国民健康保

険法施行令により上限が定められております。 

 このたび、施行令改正によりまして基礎課税額の賦課限度額が６５万円に、後期高齢者支援金

等課税額の賦課限度額が２０万円に引き上げられました。 

 資料２１ページの新旧対照表を御覧ください。 

 現行の国民健康保険税条例第２条第２項のただし書き中の６３万円を改正後では６５万円、そ

の下の現行第２条第３項のただし書き中の１９万円を改正後では２０万円に、それぞれ改める内

容でございます。 

 また、２３条におきましても第２条と同様にそれぞれ改める内容となっております。 

 なお、改正は本年４月１日から施行となります。 

 以上、承認第２号吉賀町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての詳細説明を終わ

ります。よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  よろしいです。質疑はこれで終わります。 

 これより討論を行います。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 日程第７、承認第２号専決処分の承認について（吉賀町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例）を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（安永 友行君）  全員賛成です。したがって、本案は原案のとおり可決承認をされました。 

────────────・────・──────────── 
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日程第８．報告第２号 

○議長（安永 友行君）  引き続き、日程第８、報告第２号繰越明許費繰越計算書についての報告

を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  続きまして、報告第２号繰越明許費繰越計算書についてでございます。 

 令和３年度吉賀町一般会計の繰越明許費は別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法

施行令第１４６条第２項の規定により報告する。 

 令和４年６月９日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 この件につきましては、本年３月定例議会におきまして令和３年度一般会計補正予算（第９号）

で既に議決をいただいているものでございます。本日のところにつきましては、翌年度繰越額が

確定いたしましたのでその内容について報告をするものでございます。 

 つけております繰越計算書のほうを御覧いただきたいと思います。 

 横に見ていただく計算書でございますが、事業名と翌年度繰越額に限定をして読み上げたいと

思います。 

 人事管理事業１３２万円、電算管理費２１９万７,５００円、番号法関連システム運営管理費

３３７万１,５００円、子育て世帯への臨時特別給付金１００万円、新型コロナウイルス感染症

生活困窮者自立支援金４２万円、農業委員会による情報収集等業務効率化支援事業９２万円、ハ

ウス等整備事業３００万円、農村地域防災減災事業２,４４２万２,０００円、災害被害森林復旧

対策事業補助金４３万３,０００円、道路新設改良単独事業３,５７７万１,７２０円、道路新設

改良補助事業２,１００万７,０００円、橋梁新設改良補助事業４,３４４万６,０００円、河川改

良単独事業９７５万６,３００円、特別教室空調整備事業３,７８２万９,０００円、農業用施設

現年補助災害復旧事業２,０００万円、林業現年補助災害復旧事業３,３０７万５,０００円、以

上で１６事業でございますが、合計で繰越額が２億３,７９６万９,０２０円となるものでござい

ます。 

 なお、詳細につきましてはお手元の参考資料２２ページから２５ページのところに一覧表形式

で掲載をしておりますので、御参照いただきたいと思います。 

 以上であります。よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑ありませんか。 

 ３月の最終補正で本案は議決されておりますので、質疑はこれで終わります。 

 本案は報告をもって終了します。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第３６号 
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日程第１０．議案第３７号 

○議長（安永 友行君）  日程第９、議案第３６号請負契約の締結について（横立団地Ｃ棟建築工

事）及び日程第１０、議案第３７号請負契約の締結について（横立団地Ｄ棟建築工事）を一括議

題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、議案第３６号並びに３７号を上程をさせていただきます。 

 まず議案第３６号請負契約の締結についてでございます。 

 下記工事について請負契約を締結するため、吉賀町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

または処分に関する条例（平成１７年吉賀町条例第４９号）第２条の規定により議会の議決を求

める。 

 令和４年６月９日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 記。１、契約の目的、令和４年度横立団地Ｃ棟建築工事、２、契約の方法、一般競争入札によ

る文書契約、３、契約金額、５,３１８万５,０００円、このうち消費税額は４８３万

５,０００円であります。４、工期、吉賀町議会の議決のあった日の翌日から令和５年２月

２８日まで、５、契約の相手方、島根県鹿足郡吉賀町七日市９８６番地１、株式会社松原工務店、

代表取締役松原寿義。 

 続きまして、議案第３７号請負契約の締結について。 

 下記工事について請負契約を締結するため、吉賀町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

または処分に関する条例（平成１７年吉賀町条例第４９号）第２条の規定により議会の議決を求

める。 

 令和４年６月９日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 記。１、契約の目的、令和４年度横立団地Ｄ棟建築工事、２、契約の方法、一般競争入札によ

る文書契約、３、契約金額、５,３０２万円、このうち消費税額は４８２万円でございます。４、

工期、吉賀町議会の議決のあった日の翌日から令和５年２月２８日までであります。５、契約の

相手方、島根県鹿足郡吉賀町田野原２２１番地１、有限会社斉藤建設、代表取締役齋藤洋志。 

 以上でございます。 

 詳細につきましては、いずれについても所管いたします税務住民課長が御説明申し上げますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長より詳細説明を求めます。栩木税務住民課長。 

○税務住民課長（栩木 昭典君）  それでは、議案第３６号の請負契約の締結について詳細説明を

させていただきます。 

 最初に、本事業は昨年度より実施しております七日市地区にあります横立団地の老朽化に伴う
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建て替え工事でございまして、現在工事を発注しておりますが、その解体工事で３棟１２戸を解

体しましたところに、昨年と同様の木造２階建てを２棟４戸建設するものでございます。 

 参考資料の２６ページ及び２８ページに資料を載せておりますので御覧ください。 

 工事名は令和４年度横立団地Ｃ棟建築工事でございます。 

 工事場所は吉賀町七日市地内でございます。 

 続きまして、工期は吉賀町議会の議決のあった日の翌日から令和５年２月２８日まででござい

ます。 

 主な工事内容としましては、１棟２戸、木造２階建て、延べ面積で１５９.５２平米でござい

ます。 

 入札の結果につきましては、下にございます表のとおりでございますが、予定価格が４,８４２万

５,０００円、調査基準価格が４,４３３万４,０００円でございます。一般競争入札にて入札を

執行したところ、表に示しました結果のとおり、株式会社松原工務店が落札者となりました。 

 その後、６月２日に仮契約を締結いたしまして、条例の定めるところにより議会の議決を求め

るものでございます。 

 続きまして、工事の概要につきまして説明をさせていただきたいと思います。２８ページに平

面図を載せております。 

 本年の第１回定例会時の現地調査におきまして、令和３年度実施工区を御覧いただきましたが、

今年度はその隣になります、図面でいいますちょうど真ん中のところにＣ棟Ｄ棟といったものを

建築する計画でございます。 

 引き続きまして、議案第３７号の請負契約の締結について詳細説明をさせていただきます。 

 工事名は令和４年度横立団地Ｄ棟建築工事でございます。 

 工事場所、工期、主な工事内容は、先ほど説明しました議案第３６号と全く同じですので、省

略をさせていただきます。 

 入札の結果につきましては下の表のとおりでございますが、予定価格４,８２５万８,０００円、

調査基準価格が４,４１９万といたしまして、一般競争入札にて入札を執行したところ、表のと

おり有限会社斉藤建設が落札者となりました。 

 こちらも６月２日に仮契約を締結いたしまして、その後、このたび議会の議決を求めるもので

ございます。 

 施工場所につきましては、先ほど説明しましたＣ棟、Ｄ棟の下側のほう、Ｄ棟になりますので

御覧ください。 

 以上、詳細説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（安永 友行君）  提案者の提案理由の説明が終わりました。 
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 これより質疑を許します。質疑はありませんか。９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  先ほど御説明がありましたように、今、解体の工事のほうが進ん

でいるかと思いますが、現場の解体工事、全て終了する見込みというのはいつになっていますか。

お聞きします。 

○議長（安永 友行君）  栩木税務住民課長。 

○税務住民課長（栩木 昭典君）  工期が７月末までであったと確か記憶しております。おおむね

今月中には終わるというように、担当のほうからは伺っております。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  今月中にというお話ですけども、今月中に現地の解体の検査まで

終わっているということでいいのか、その点、改めてお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  栩木課長。 

○税務住民課長（栩木 昭典君）  できるだけ早いところで検査まで終わりたいというふうに考え

てはおりますけども、まだ天候であったりとかいうことでどのようになるか分かりませんので、

ここでいつまでというのはお答えできませんが、工期としましては、まだ十分ございますので、

工期内の竣工は必ずできるというふうに考えております。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  私がお聞きしたかったのは、今の契約の分の工期そのものが議会

の議決のあった日からの工期となっております。そうなりますと、すぐ入れるか入れないかとい

うことが問題となりますので、そういう意味でお聞きをしております。 

 検査も済まないところに入るわけにもいかないという事情もございますので、その点も踏まえ

てお聞きをしておりますので、御理解をください。 

 それで、実際の現場に入るまでの問題として、業者によっては地下に埋設されているもの等が

十分確認できなくて残地されていたりとか、そういうものもありますが、そこら辺の確認までを

解体工事の検査では行うことになるのか、改めてお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  栩木課長。 

○税務住民課長（栩木 昭典君）  地下の埋設物ということですけども、基本的には、住宅が建設

ある部分につきましては、埋設物については全部解体に含めて引き上げるようにということにな

っております。あそこに井戸が１か所ございましたけども、こちらが今回のもので、確か解体の

ほうで処分するようになっていたと思うんですが、ちょっとすみません、そこのところは記憶が

定かでないので。申しわけございません。 

○議長（安永 友行君）  ほかに質疑はありませんか。よろしいです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（安永 友行君）  質疑はないようです。 

 日程第９、議案第３６号請負契約の締結について（横立団地Ｃ棟建築工事）及び日程第１０、

議案第３７号請負契約の締結について（横立団地Ｄ棟建築工事）の質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１１．議案第３８号 

○議長（安永 友行君）  日程第１１、議案第３８号請負契約の締結について（蔵木小学校改修工

事）を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは続きまして、議案第３８号請負契約の締結についてであります。 

 下記工事について請負契約を締結するため、吉賀町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、

または処分に関する条例（平成１７年吉賀町条例第４９号）第２条の規定により議会の議決を求

める。 

 令和４年６月９日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 １、契約の目的、令和４年度蔵木小学校改修工事、２、契約の方法、一般競争入札による文書

契約、３、契約金額、１億９,９７６万円、うち消費税額は１,８１６万円であります。４、工期、

吉賀町議会の議決のあった日の翌日から令和５年３月２７日までであります。５、契約の相手方、

島根県益田市高津７丁目１６─２３、宮田建設工業株式会社益田支店、支店長高平則征でござい

ます。 

 詳細につきましては、教育委員会次長のほうから御説明申し上げますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。大庭教育次長。 

○教育次長（大庭 克彦君）  失礼いたします。それでは、議案第３８号請負契約の締結について、

説明いたします。 

 議案と参考資料の２９ページを御覧ください。 

 この契約の目的となります令和４年度蔵木小学校改修工事につきましては、本年２月２５日の

全員協議会においても御説明させていただいておりますが、改めて概略を申し上げます。 

 今回の改修工事は、一昨年の３月に策定しました吉賀町学校施設の長寿命化計画に基づく改修

でございます。 

 工事の場所は、吉賀町蔵木地内、工期は、議会の議決のあった日の翌日から令和５年３月

２７日までの９か月余りとしています。 

 工事概要につきましては、全員協議会において御説明させていただいた内容から、プールと校

舎裏の倉庫の改修、そして、外構の一部を除くものとなっております。そこに記載してあります
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管理教室等の全面改修を主として、屋内運動場、渡り廊下、そして、今回は旧蔵木中学校施設を

仮校舎として使用することとしておりますので、それらの改修が含まれております。 

 したがいまして、まずは旧蔵木中学校施設を改修して仮校舎として利用できるように整えて、

その後、夏休み、８月あたりに仮校舎へ移転、２学期、３学期は仮校舎で教育活動を実施するこ

ととして、この間に現小学校施設の改修工事を実施するという予定としております。 

 この事業に係る入札が、先般、５月３１日に執行されて、そこに記載されている業者の応札が

ありました。その結果、宮田建設工業株式会社益田支店様が落札され、同社と１億８,１６０万

円プラス消費税で請負契約を締結するというものでございます。 

 以上、簡単ではございますが説明を終わります。 

○議長（安永 友行君）  提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  入札公告のほうのことでお聞きをいたします。 

 この入札公告の入札参加資格の施工実績調書というところに、公共工事においての元請として

平成２９年４月以降に完成した学校建築で、１棟当たり延べ面積が７００平米以上施工した実績

があることということになっております。このような施工実績を求めたことの説明をお聞きしま

す。 

○議長（安永 友行君）  大庭教育次長。 

○教育次長（大庭 克彦君）  失礼いたします。入札公告の中の施工実績等についての御質問です。 

 こちらの施工実績等につきましては、設計士のほうともいろいろ御相談をさせていただいて、

こういった実績を求めることが必要であろうというところで設けさせていただきました。こちら

については、適正な施工の確保だとか、そういったこと等々を踏まえて設けさせていただいたも

のでございます。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  設計士のほうとの協議ということでお聞きをいたしました。 

 今、吉賀町が発注する施工実績の考え方が、結構、５年分ぐらいしか見ていないと。今、学校

建築とかいうふうに限定をすると、これは一般の建築を含めてでもいいんですが数も非常に限ら

れる、そういう内容を含んでいるというふうに私は感じましたので、平成２９年４月以降という

よりは、今、島根県なんかの入札公告を見ますと、さらに１０年ぐらい前からの施工実績を求め

たりもしているわけですけれども、そういう余裕のある施工実績ということにはならなかったの

か、直近５年ぐらいというところにとどめたということについての説明をお伺いします。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  今回のこの蔵木小学校の改修工事でありますけれども、実績を求め
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るときに過去５年間の工事実績を見させていただくということでございます。 

 総じて町が発注する工事につきましては、場合によっては、工事の内容によってはというとこ

ろはあるかもしれませんけれども、大筋、過去５年間の実績を見ておるというところ、それから、

補足的に申し上げますと、その工事に係る費用のおよそ半額以上の工事実績、それから、規模的

に申し上げますと、工事をしようとする面積の半分以上の工事実績というふうなところで、これ

を１つの基準として入札を執行させてきていただいております。 

 議員御指摘の部分でございますけれども、工事の種類、それから、これまでにもいろいろと御

意見を頂戴いたしておりますいわゆる町内業者さんへの配慮といいますか、そうしたものを今後

は最大限考えながら入札手続きを行ってまいりたいというふうに思っておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ほかに質疑はありませんか。３番、三浦議員。 

○議員（３番 三浦 浩明君）  確認ですが、工事概要に建物名称が５か所あります。これの工事

金額の概要をお願いします。概算を。 

○議長（安永 友行君）  大庭教育次長。 

○教育次長（大庭 克彦君）  すみません。ただいま資料を持ち合わせていませんので、後ほどま

た報告させてもらいたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  後ほど、今日の午後になるかもしれませんが、資料は提出いただきます。 

 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようですので、日程第１１、議案第３８号請負契約の締結に

ついて（蔵木小学校改修工事）の質疑は保留をしておきます。 

 ここで１０分間休憩します。 

午前10時12分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時23分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 日程に入る前に、先ほどの蔵木小学校改修工事の内訳、資料を求めましたので、大庭次長のほ

うから説明をさせます。大庭教育次長。 

○教育次長（大庭 克彦君）  すみません。先ほどの工事費の内訳について、御説明いたします。 

 設計の直接工事費ということで御理解願いたいと思います。 

 区分が校舎と屋内運動場、それから、旧蔵木中学校、その他外構等ということで４つに分けて

説明いたします。 
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 まず、校舎のほうが約１億２００万円、屋内運動場が５００万円、それから、旧蔵木中学校の

ほうが１,６００万円、その他外構等２,０００万円という内訳になっております。 

○議長（安永 友行君）  よろしいですか。質疑があればそれを認めます。ありませんか。２番、

村上議員。 

○議員（２番 村上 定陽君）  内訳、ありがとうございます。議会でも再々話が出ておりますが、

町内企業に対して発注をできるだけしてほしいということでお願いをしておるんですが、こうい

うふうな内訳というか分離発注等々を検討いただくのと、町内企業にも免許等々ない部分で資格

がない部分がございますが、経験をして成長していただくということを考えて、できるだけ分離

発注、それから、教育していくというか、育成していくというか、ちょっと失礼な言葉になりま

すが、その辺も考えて公共事業に、町内企業をぜひとも出していただくということをしっかり考

えていただければいろいろできることがあると思いますので、お願いしたいというところで。す

みません。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  一般的なお話になろうかと思いますが、その点、御容赦いただきたいと

思います。 

 常々、議員のほうからも、ほかの議員も含めてでございますが、町内業者にも発注の機会とい

うことをお話をいただいておりますので、今回もそうでございますが、そうしたことが可能性が

あるかどうかというところから、まず、入札指名審査会のほうでも協議をさせていただきました。 

 先ほど詳細説明のときに次長が申し上げましたが、全員協議会で申し上げた工事内容から、

プールであったり、倉庫の件であったり、外構、ここの部分は切り離しをして町内企業様のほう

へ発注をまずさせていただいたということを我々としては対応させていただきました。 

 それから、今回、議案として上程をさせていただいております蔵木小学校の改修工事でござい

ますが、これにつきましても、入札指名審査会、都合３回、開催をさせていただきました。これ

はなぜかと言いますと、町内の業者さんに対しての発注ができるかどうかということでございま

す。資格のことがあったり、それから、場合によっては、ＪＶ、共同企業体とか、いろいろなこ

とを検討させていただきましたが、やはり設計士の先生とお話をする中で、非常に難しいかと。

特に規模感とかありますので、そうしたことでは難しいというような御意見もいただいたという

ことでございます。 

 それから、ただ、入札の公告にもございますが、いわゆる今回の元請につきましては益田の業

者さんになりましたが、下請け等の工事につきましては、極力、町内の企業様を使っていただく

ということも、その公告の中に掲載をさせていただいておりますので、工事の着工に当たっては、
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そうしたことを御理解をいただきながら対応していただけるものと考えております。 

 それから、これの工事に限らずでございますけど、建築以外の公共の土木建設工事につきまし

ても、町内企業の皆さんへの公平公正な発注機会の確保と、もう一つは、町内企業の皆さんの、

先ほどもお話がございました育成、育てるということにも観点を置いて、これからも対応をさせ

ていただきたいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（安永 友行君）  それでは、ただいまの件については保留をしてありますので、その際に

お願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．議案第３９号 

日程第１３．議案第４０号 

○議長（安永 友行君）  日程第１２、議案第３９号吉賀町立学校設置条例の一部を改正する条例

について及び日程第１３、議案第４０号吉賀町放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例につ

いてを一括議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  続きまして、議案２件について、一括で上程をさせていただきます。 

 まず、議案第３９号吉賀町立学校設置条例の一部を改正する条例について。 

 吉賀町立学校設置条例（平成１７年吉賀町条例第７８号）の一部を別紙のとおり改正する。 

 令和４年６月９日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 議案第４０号でございます。吉賀町放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について。 

 吉賀町放課後児童クラブ条例（平成２７年吉賀町条例第２１号）の一部を別紙のとおり改正す

る。 

 令和４年６月９日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 関連がございますが、まず、第３９号につきましては、所管いたします教育委員会の教育次長

のほうから、議案第４０号につきましては、所管いたします保健福祉課長のほうからそれぞれ詳

細の説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長より詳細説明を求めます。最初に、大庭教育次長。 

○教育次長（大庭 克彦君）  失礼いたします。議案第３９号吉賀町立学校設置条例の一部を改正

する条例について、説明をいたします。 

 議案と参考資料の３０ページに新旧対照表がございますので御覧ください。 

 この一部改正は、先ほどの議案第３８号とこのあとの議案第４０号に関連するものでございま

す。 

 先ほどの議案第３８号でも御説明いたしましたように、本年度、蔵木小学校の改修工事を実施
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するに当たりまして、工事期間中は、旧蔵木中学校施設を仮校舎として利用することとしており

ます。したがいまして、施設の一時的な移転ではありますが、この間は移転先の場所で教育活動

を実施することから、蔵木小学校の位置を改めるというものでございます。 

 条例第２条に小学校の位置を規定しておりまして、別表第１の蔵木小学校の位置の欄について、

吉賀町蔵木１４番地２から吉賀町蔵木５４番地に改めるというもので、施行期日を令和４年９月

１日としております。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（安永 友行君）  中林保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中林知代枝君）  失礼いたします。それでは、議案第４０号吉賀町放課後児童ク

ラブ条例の一部を改正する条例につきまして、詳細説明を行います。 

 改正内容は１点でございます。 

 参考資料３１ページをお開きください。 

 先ほど議案第３９号の詳細説明でもありましたように、蔵木小学校の改修工事により、蔵木放

課後児童クラブの実施場所を旧蔵木中学校へ変更する必要が生じることによる一部改正でござい

ます。 

 資料３１ページの新旧対照表を御覧いただければと思います。 

 現行の吉賀町放課後児童クラブ条例第２条第１項中の表の一番上でございますが、蔵木放課後

児童クラブの位置、吉賀町蔵木１４番地２を、改正後では、吉賀町蔵木５４番地に改める内容で

ございます。 

 なお、改正につきましては、令和４年９月１日から施行となります。 

 以上で、議案第４０号吉賀町放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例につきましての詳細

説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。よろしいです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようです。 

 日程第１２、議案第３９号吉賀町立学校設置条例の一部を改正する条例について及び日程第

１３、議案第４０号吉賀町放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例についての質疑は保留を

しておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．議案第４１号 

○議長（安永 友行君）  日程第１４、議案第４１号吉賀町社会福祉士等修学資金貸与条例の一部
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を改正する条例についてを議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、続きまして、議案第４１号吉賀町社会福祉士等修学資金貸与

条例の一部を改正する条例についてであります。 

 吉賀町社会福祉士等修学資金貸与条例（平成１７年吉賀町条例第１０３号）の一部を別紙のと

おり改正する。 

 令和４年６月９日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 詳細につきましては、所管いたします総務課長のほうから御説明申し上げますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長より詳細説明を求めます。野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  それでは、議案第４１号吉賀町社会福祉士等修学資金貸与条例の一

部を改正する条例について、説明を申し上げます。 

 改正理由といたしましては、六日市医療技術専門学校の閉校に伴うものということでございま

す。 

 参考資料３２ページをお開きください。 

 こちらの新旧対照表によって説明を申し上げたいと思います。 

 この中に、条例第２条第４号に、六日市医療技術専門学校専門学校の表記がございまして、閉

校したことにより、この部分を削除させていただきたいと、こういう内容となっております。 

 以上で説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。よろしいです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようです。 

 日程第１４、議案第４１号吉賀町社会福祉士等修学資金貸与条例の一部を改正する条例につい

ての質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．議案第４２号 

○議長（安永 友行君）  日程第１５、議案第４２号吉賀町介護保険条例の一部を改正する条例に

ついてを議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、続きまして、議案第４２号吉賀町介護保険条例の一部を改正

する条例についてであります。 
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 吉賀町介護保険条例（平成１７年吉賀町条例第１２５号）の一部を別紙のとおり改正する。 

 令和４年６月９日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 詳細につきましては、所管いたします保健福祉課長のほうから御説明申し上げますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長より詳細説明を求めます。中林保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中林知代枝君）  失礼いたします。それでは、議案第４２号吉賀町介護保険条例

の一部を改正する条例についての詳細説明を行います。 

 改正点については１点でございます。 

 ６月３日における全員協議会で御説明させていただきましたが、新型コロナウイルス感染症に

より収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免適用期間について、令和５年３月

３１日まで延長されることによる一部改正でございます。 

 資料３３ページの新旧対照表を御覧ください。 

 現行の吉賀町介護保険条例附則第１０条第１項中の令和４年３月３１日を、改正後では令和

５年３月３１日に改める内容でございます。 

 なお、改正は公布の日から施行し、施行後の附則第１０条第１項の規定は、令和４年４月１日

から適用となります。 

 以上、議案第４２号吉賀町介護保険条例の一部を改正する条例についての説明を終わります。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。よろしいです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようです。 

 日程第１４、議案第４２号吉賀町介護保険条例の一部を改正する条例についての質疑は保留を

しておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．議案第４３号 

○議長（安永 友行君）  日程第１６、議案第４３号令和４年度吉賀町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第１号）を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、続きまして、議案第４３号令和４年度吉賀町国民健康保険事

業特別会計補正予算（第１号）であります。 

 令和４年度吉賀町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 
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 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１４７万１,０００円

を追加し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ７億６,９４５万７,０００円とする。第

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 令和４年６月９日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 １ページは第１表歳入歳出予算補正であります。 

 まず、歳入でございます。 

 款６県支出金、項１県負担金補助金、５億９,４８５万４,０００円に５０万円を追加し、５億

９,５３５万４,０００円。 

 款８繰入金、項１他会計繰入金、７,９９９万４,０００円に９７万１,０００円を追加し、

８,０９６万５,０００円。 

 これによります歳入合計でございます。７億６,７９８万６,０００円に１４７万１,０００円

を追加し、７億６,９４５万７,０００円でございます。 

 ２ページは歳出でございます。 

 款１総務費、項１総務管理費、３,０４３万４,０００円に９７万１,０００円を追加し、

３,１４０万５,０００円。 

 款２保険給付費、項６傷病諸費、新たに５０万円を追加し、５０万円となるものでございます。 

 これによります歳出の合計、７億６,７９８万６,０００円に１４７万１,０００円を追加し、

７億６,９４５万７,０００円となるものでございます。 

 事項別明細書以降につきましては、所管いたします保健福祉課長のほうから御説明申し上げま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長より詳細説明を求めます。中林保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中林知代枝君）  失礼いたします。議案第４３号令和４年度吉賀町国民健康保険

事業特別会計補正予算（第１号）について、説明をさせていただきます。 

 予算書の６ページをお開きください。 

 歳出から説明をさせていただきます。 

 ６ページ、款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費、節２給料から節４共済費につきま

しては、説明欄の００１人件費のところでございます。人事異動等によりまして増額補正となっ

ておりまして、計上をさせていただいております。詳細につきましては、給与費明細のほうを御

覧いただけばと思います。 

 節１２委託料、５万２,０００円及び節１７備品購入費、３０万８,０００円につきましては、

説明欄００２一般管理事務費のところでございますが、システム保守委託料、庁内器具費としま
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して、国民健康保険の事務処理標準システム用のパソコン料を計上しております。これにつきま

しては、当初予算では一般会計の総務費で計上をしておりましたが、このたび、国保会計のほう

へ計上の変更を行ったものでございます。 

 続きまして、款２保険給付費、項６傷病諸費、目１傷病手当金、節１８負担金、補助及び交付

金で、５０万円を計上させていただいております。説明欄の００３傷病手当金についてでござい

ます。昨年度と同様の金額を計上しておりまして、休業手当金と同様の手当金となっております。 

 以上の歳入歳出に伴う歳入について御説明を申し上げます。 

 予算書５ページをお開きください。 

 款６県支出金、項１県負担金・補助金、目１保険給付費等交付金、節２特別交付金、５０万円

を計上させていただいております。これにつきましては、歳出の傷病手当金に対する同額の入り

の部分でございます。 

 その下の款８繰入金、項１他会計繰入金、目１一般会計繰入金、節２職員給与費繰入金、

９７万１,０００円を計上させていただいております。これにつきましては、歳出で説明をさせ

ていただきました給与費に対する同額の入りの部分と、国保物件費としてパソコン購入費及び保

守委託料の合計額に対する入りの部分を計上させていただいております。 

 以上、議案第４３号令和４年度吉賀町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）の詳細説

明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。よろしいです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようです。 

 日程第１６、議案第４３号令和４年度吉賀町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）の

質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．議案第４４号 

○議長（安永 友行君）  日程第１７、議案第４４号令和４年度吉賀町介護保険事業特別会計補正

予算（第１号）を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、続きまして、議案第４４号令和４年度吉賀町介護保険事業特

別会計補正予算（第１号）であります。 

 令和４年度吉賀町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３０万円を減額し、
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歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億２,２５９万円とする。第２項、歳入歳出予算の

補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳

出予算補正による。 

 令和４年６月９日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 おめくりいただきまして、第１表歳入歳出予算補正の、まず、歳入でございます。 

 款１保険料、項１介護保険料、１億８,１６３万４,０００円から１０１万５,０００円を減額

いたしまして、１億８,０６１万９,０００円。 

 款３国庫支出金、項２国庫補助金、１億２,４６０万２,０００円に４０万５,０００円を追加

し、１億２,５００万７,０００円。 

 款７繰入金、項１他会計繰入金、２億１,５３８万９,０００円から１３０万円を減じまして、

２億１,４０８万９,０００円。２基金繰入金、今回、６１万円を新たに補正をいたします。 

 これに伴う歳入合計、１１億２,３８９万円から１３０万円を減額いたしまして、１１億

２,２５９万円でございます。 

 ２ページは歳出でございます。 

 款１総務費、項１総務管理費、４,９３４万１,０００円から１３０万円を減じまして、

４,８０４万１,０００円でございます。 

 これに伴う歳出合計でございます。１１億２,３８９万円から１３０万円を減額いたしまして、

１１億２,２５９万円となるものでございます。 

 事項別明細書以降につきましては、所管いたします保健福祉課長のほうから御説明申し上げま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長より詳細説明を求めます。中林保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中林知代枝君）  失礼いたします。それでは、議案第４４号令和４年度吉賀町介

護保険事業特別会計補正予算（第１号）について、説明をさせていただきます。 

 予算書の６ページをお開きください。 

 歳出のほうから説明をさせていただきます。 

 款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費、節１２委託料、マイナス１３０万円を計上さ

せていただいております。これにつきましては、当初予算では介護初任者研修を行うに当たりま

して、町が実施主体となり社会福祉協議会へ委託をすることとしておりましたが、島根県の介護

職員養成研修の事業、実施要項におきまして、市町村を実施主体では実施ができないことが判明

いたしましたため、このたび、吉賀町社会福祉協議会を実施主体として、事業費につきましては、

補助金で対応することといたしました。このことから、会計課目の組み替えによる減額を行うも

のでございます。 
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 この減額分につきましては、一般会計の民生費において、社会福祉協議会へ補助金で計上をさ

せていただいております。 

 以上が歳出に伴う歳入についてでございます。 

 予算書５ページをお開きください。 

 款１保険料、項１介護保険料、目１第１号被保険者介護保険料、節１現年度分、マイナス

１０１万５,０００円を計上いたしております。これにつきましては、昨年度も計上させていた

だき、６月３日の全員協議会において説明をさせていただきました新型コロナウイルスの影響に

よる介護保険料の減免分となります。 

 その下の款３国庫支出金、項２国庫補助金、目１調整交付金、節１現年度分、４０万５,０００円

を計上いたしております。これにつきましては、新型コロナウイルス感染症にかかる介護保険料

減免分の国からの調整交付金でございます。 

 続いて、款７繰入金、項１他会計繰入金、目１一般会計繰入金、節５事務費繰入金でございま

す。マイナス１３０万円を計上しております。これにつきましては、歳出で説明いたしました委

託料の減額計上による一般会計からの繰入れの減額分でございます。 

 続きまして、款７繰入金、項２基金繰入金、目１介護給付費準備基金繰入金、節１介護給付費

準備基金繰入金、６１万円を計上しております。これにつきましては、保険料減免による減額を

基金からの繰入れによるものとして計上いたしております。 

 以上、議案第４４号令和４年度吉賀町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）の説明を終わ

ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。よろしいです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようです。 

 日程第１７、議案第４４号令和４年度吉賀町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）の質疑

は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．議案第４５号 

○議長（安永 友行君）  日程第１８、議案第４５号令和４年度吉賀町小水力発電事業特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、続きまして、議案第４５号令和４年度吉賀町小水力発電事業

特別会計補正予算（第１号）であります。 
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 令和４年度吉賀町小水力発電事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６,３５８万５,０００円

とする。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 令和４年６月９日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 おめくりいただきまして、第１表、歳入歳出予算補正であります。 

 まず、歳出でございます。 

 款１総務費、項１施設管理費、４,１８０万４,０００円に４万円を追加いたしまして、

４,１８４万４,０００円。 

 款７予備費、項１予備費、５０万円から４万円を減額いたしまして、４６万円。 

 これに伴う歳出合計、６,３５８万５,０００円で、これは増減ございません。 

 ３ページをお開きください。 

 歳出の事項別明細でございます。 

 今回の補正につきましては、共済組合の負担金の負担率の変更に伴うものでございまして、こ

れを調整するものでございます。 

 款１総務費の項１施設管理費の目１一般管理費でございますが、１,５０２万１,０００円に

４万円を追加いたしまして、１,５０６万１,０００円でございます。内訳といたしましては共済

費でございまして、申し上げましたように、職員共済組合の負担金を４万円増額するものでござ

います。 

 内容につきましては、４ページ、５ページの給与費明細書のほうを御参照いただきたいと思い

ます。また、これに伴い、予備費を調整をさせていただきます。したがいまして、下段にありま

すように、予備費５０万円から４万円を減額いたしまして、４６万円となるものでございます。 

 以上でございます。どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  本件については詳細説明はありません。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようです。 

 日程第１８、議案第４５号令和４年度吉賀町小水力発電事業特別会計補正予算（第１号）の質

疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．議案第４６号 

○議長（安永 友行君）  日程第１９、議案第４６号令和４年度吉賀町一般会計補正予算（第１号）
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を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、続きまして、議案第４６号令和４年度吉賀町一般会計補正予

算（第１号）であります。 

 令和４年度吉賀町一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億４,２０７万

１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７４億２,６５６万９,０００円

とする。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。地方債の補正、第２条、地方債の補正は、

第５表地方債補正による。 

 令和４年６月９日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 おめくりいただきまして、第１表の歳入歳出予算補正の、まず、歳入でございます。 

 款１４国庫支出金、項１国庫負担金、４億３１１万７,０００円に７００万３,０００円を追加

し、４億１,０１２万円。２国庫補助金、３億８,５９０万５,０００円に９,３５５万

４,０００円を追加し、４億７,９４５万９,０００円。款１５県支出金、項１県負担金、２億

９８９万７,０００に１１０万７,０００円を追加し、２億１,１００万４,０００円。２県補助金、

２億７,３６８万８,０００円に４９万８,０００円を追加し、２億７,４１８万６,０００円。款

１７寄附金、項１寄附金、１,３０１万円に１,０００万円を追加し、２,３０１万円。款１８繰

入金、項２基金繰入金、５億３,８４６万９,０００円に２,０４０万９,０００円を追加し、５億

５,８８７万８,０００円。款２１町債、項１町債、８億２,６２９万８,０００円に９５０万円を

追加し、８億３,５７９万８,０００円。 

 これに伴います歳入の合計でございます。７２億８,４４９万８,０００円に１億４,２０７万

１,０００円を追加し、７４億２,６５６万９,０００円となるものでございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 款１議会費、項１議会費、７,０２７万８,０００円に２２万１,０００円を追加し、

７,０４９万９,０００円。 

 款２総務費、項１総務管理費、９億２,００７万２,０００円に１,０１６万６,０００円を追加

し、９億３,０２３万８,０００円。２徴税費、５,６８８万４,０００円から４１５万

７,０００円を減じまして、５,２７２万７,０００円。３戸籍住民基本台帳費２,７２９万

８,０００円に１０万４,０００円を追加し、２,７４０万２,０００円。 

 款３民生費、項１社会福祉費、１１億１,３８２万５,０００円に５,１２７万９,０００円を追

加し、１１億６,５１０万４,０００円。２児童福祉費、５億３,３６６万１,０００円に
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１,２９４万１,０００円を追加し、５億４,６６０万２,０００円。 

 款４衛生費、項１保健衛生費、４億７２５万８,０００円に２,７３３万７,０００円を追加し、

４億３,４５９万５,０００円。 

 款６農林水産業費、項１農業費、４億５８６万８,０００円から４９４万５,０００円を減額し

まして、４億９２万３,０００円。２林業費、３億２,９５２万円に２７５万５,０００円を追加

し、３億３,２２７万５,０００円。 

 款７商工費、項１商工費、１億２,４４２万４,０００円に３,１５５万円を追加し、１億

５,５９７万４,０００円。 

 款８土木費、項１土木管理費、２億７,４０７万６,０００円に１,０６５万３,０００円を追加

し、２億８,４７２万９,０００円。２道路橋梁費、２億８,４０５万６,０００円に３２０万７，

０００円を追加し、２億８,７２６万３,０００円。 

 款１０教育費、項１教育総務費、２億７,１３３万円に５７万４,０００円を追加し、２億

７,１９０万４,０００円。４社会教育費、１億７,３３４万５,０００円に１５万８,０００円を

追加し、１億７,３５０万３,０００円。５保健体育費、６,６１１万７,０００円に２２万

８,０００円を追加し、６,６３４万５,０００円。 

 これに伴います歳出合計でございます。７２億８,４４９万８,０００円に１億４,２０７万

１,０００円を追加し、７４億２,６５６万９,０００円となるものでございます。 

 ３ページは、第５表の地方債補正であります。 

 起債の目的、１合併特例事業債、補正前の限度額２億１,９４０万円を、補正後において２億

２,８９０万円とするものでございます。 

 起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前後で変更がございません。お読み取り

をいただきたいと思います。 

 事項別明細書以降につきましては、所管いたします総務課長のほうから御説明申し上げますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長より詳細説明を求めます。野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  それでは、議案第４６号令和４年度吉賀町一般会計補正予算（第

１号）について、説明をいたします。 

 予算書は、進んでいただきまして、歳出ですが、１９ページを御覧いただければと思います。 

 給与費明細書でございます。 

 １９ページの上段を見ていただきますと、特別職の表があろうかと思います。この表のうち、

一番下の欄ですけれども、比較の欄、ここに、その他特別職という区分があろうかと思います。

ここに、職員数１、それから、報酬が９９万円の金額が計上してございます。これは後ほど説明
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をさせていただきますけれども、企画総務費で出てまいりますけれども、地方創生アドバイザー

を招聘するものということでお読み取りをいただければと思います。 

 それから、１９ページ、中段から下です。 

 ２、一般職以降のところですけれども、人件費について、計上、明細を示させていただいてお

ります。これについては、本年の４月１日の人事異動、これに伴うものということでお読み取り

をいただければというふうに思います。 

 それでは、すみません。戻っていただきまして、予算書８ページでございます。 

 ８ページ、議会費、それから、総務費、記載をさせていただいていますけれども、これらにつ

いては、人件費に係るものという部分で見ていただければというふうに思います。 

 それから、次のページに進んでいただいて、９ページでございます。 

 総務費、総務管理費の５財産管理費であります。００８基金積立金、１,０００万円の予算計

上があろうかと思います。地域福祉基金に積み立てるものでございます。この内容ですけれども、

後ほど、また歳入で同額を計上させていただいておりますけれども、一般寄附があったことによ

るものということでございます。一般寄附として１,０００万円があったというものであります。 

 それから、その下です。今度は、８電算管理費です。００２電算管理費の使用料、１９万

８,０００円。これについては、マイナンバーカードの、いわゆるマイナポイントを付与する専

用端末がございますが、それのリース料というものでございます。 

 それから、その下、９吉賀高校費、００２吉賀高校支援事業費、吉賀高校生徒下宿補助金とい

うことで１８万円の予算計上がしてございます。これにつきましては、今、町内で３件の下宿、

吉賀高校生を対象として３件の下宿生がおります。これまで、この補助制度は既にあったところ

ですけれども、実態からして、いささか、いわゆる保護者さんへの負担が大きいのではないかと

いうようなところから、月額５,０００円を上乗せするというか、補助金額に乗せるという、こ

ういう変更をかけさせていただいたというところでありまして、その分の予算計上ということに

なります。 

 それから、その下です。１０自治振興費、００５自治振興施設管理費、補修工事費として

２２０万円の予算計上をしてございます。内容を申し上げますと、これは、野中地区の集会所の

修繕費でございます。野中地区集会所の、いわゆる玄関ポーチというものがありますけれども、

そこの軒の部分、これが非常に壁が落ちてくる。雨漏り、そうしたものが、今、見受けられる状

況になっているところです。この部分について、急遽、補修をする必要が生じましたので、予算

計上をしておるというものです。 

 それから、その下の１１企画総務費、００２企画総務費として地方創生アドバイザー９９万円、

それから、費用弁償９万７,０００円。これについては、先ほど給与費明細書のところで少しお
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話をしました。参考資料がございます。参考資料は３４ページを見ていただければと思います。

このたび、地方創生アドバイザーとして資料３４ページ、ここに吉長成恭先生を招聘したいとい

うものでございます。吉長先生については、一般社団法人ちゅうごくＰＰＰ・ＰＦＩ推進機構の

代表理事を務められております。その他経歴等については、お読み取りをいただければというふ

うに思いますけれども、その招聘に係る費用を予算計上しておるというところでございます。 

 それでは、予算書は進んでいただきまして、今度は１１ページです。 

 民生費、社会福祉費、１社会福祉総務費、００２社会福祉総務費、社会福祉協議会補助金とし

て１３０万円の予算計上があろうかと思います。これにつきましては、先ほどの議案第４４号、

介護保険特別会計で説明をさせていただいた部分であります。介護職員の養成研修に係るものと

いうことで、特別会計のほうからこちらの一般会計のほうに移行させたというものでございます。

そのようにお読み取りをください。 

 それから、その下の０１１住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業費でございます。

これは、資料がありまして、３５ページと３６ページに関係資料をおつけしております。資料の

ほうを用いて説明をさせていただきます。資料の３５ページを見ていただきますと、この臨時特

別給付金の内容について記載がしてございます。中ほどを見ていただきますと、給付金の支給額

といたしまして１世帯当たり１０万円、それから、その下に、支給対象ということで、対象とな

る世帯について記載をさせていただいておるということでございます。このたび、予算計上をい

たしたのは、５００世帯分の予算計上、それから、それに関わる事務的な諸経費を予算計上いた

しておるというところで予算書のほうを見ていただければというふうに思います。 

 それでは、予算書のほうですけれども、１１ページ、中段から下です。 

 ３高齢者福祉施設費、００２老人福祉センター管理費です。指定管理料として８８万５,０００円

を計上いたしております。はとの湯荘の指定管理料でございまして、いわゆるコロナの影響分と

いうところ、さらに、期間は本年の１月から３月までの部分の影響額について、このたび計上を

させていただいておるところであります。 

 次のページに進みまして、１２ページをお開きください。 

 民生費、児童福祉費、４母子父子福祉費でございます。００５低所得子育て世帯生活支援特別

給付金事業費４５６万円。それから、その下、下がっていただきますと、同じく００５低所得子

育て世帯生活支援特別給付金事業費３９５万３,０００円、２つに分けて予算を計上させていた

だいておるところです。これについても、資料を用いて説明をさせていただきたいと思います。 

 資料については、３７ページと３８ページでございます。 

 資料の３７ページのタイトルのところを見ていただきますと、低所得の子育て世帯に対する子

育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）というふうになろうかと思います。３８ページ
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のほうを見ていただきますと、このタイトルとして、括弧書きのところですけれども、ひとり親

世帯以外分というふうになっているかと思います。その上で、予算書なんですけれども、最初に

出てくる４５６万円の部分につきましては、資料は３８ページです。したがって、ひとり親世帯

以外分のところについての予算計上、それから、もう一つ、予算書で３９５万３,０００円のと

ころ、これについては、ひとり親世帯分についての予算ということで見ていただければというふ

うに思います。それぞれ対象については記載のとおりでございます。給付額については、どちら

とも同じですけれども、児童１人当たり一律５万円というふうな内容でございます。ひとり親世

帯以外分については８８人分、それから、ひとり親世帯分については７６人分の予算計上という

ところで見ていただければというふうに思います。 

 それから、挟まれる形で１つ飛ばしましたけれども、予算書１２ページの右側の上、００２母

子父子福祉総務費４４２万８,０００円の予算計上があろうかと思います。母子生活支援施設入

所措置費ということで、該当事案の発生により、今回、予算計上をさせていただいておるという

ことでございます。 

 予算書、次に進みます。 

 １３ページの中段でございます。 

 衛生費、保健衛生費、３予防費です。００３予防接種費１,４７６万４,０００円。これにつき

ましては、内容は新型コロナウイルス感染症ワクチン４回目接種に係る費用ということで見てい

ただければというふうに思います。内容といたしましては、６月３日の全員協議会で御説明をし

たものでございます。 

 それから、その下です。 

 ５環境衛生費、００２環境衛生総務費、簡易給水施設整備事業費補助金１００万円の予算計上

がしてございます。これについては、申請が見込まれることからの予算計上ということでござい

ます。 

 次のページにいっていただきまして、１４ページ、中ほどです。 

 農林水産業費、農業費、３農業振興費、００２農業振興総務費、集落営農活性化プロジェクト

促進事業費補助金３０万円でございます。この内容につきましては、地区に対する補助金という

ことになってまいりますけれども、法人化を進めようと考えている地区に対する補助金でござい

まして、国のメニューということでございます。国のメニューを活用する、そこでの予算計上と

いうところでございます。 

 それでは、進んでいただきまして、１６ページです。１６ページの上段です。 

 商工費、商工費、１商工振興費、００２商工振興総務費、事業経営継続補助金３,１５５万円

の予算計上があるかと思います。内容といたしましては、６月３日の全員協議会で説明をさせて
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いただきましたコロナ臨時交付金を活用して、この補助金を計上いたしておるというものでござ

います。 

 それでは、次のページにいっていただきます。１７ページに入ります。 

 土木費、道路橋梁費、２道路橋梁新設改良費、００３道路新設改良単独事業費、測量設計委託

料として３００万円の予算計上。これについては、現場といたしましては、町道畑線の改良工事

に係るものでございます。 

 それから、その下に移りまして、今度は、教育費、教育総務費、２事務局費、００７特別支援

教育事業費、建設工事費として３９万６,０００円。内容について申し上げますと、これについ

ては、朝倉小学校の階段におきまして、手すりを設置するものであります。既に片側については

手すりがついておりますけれども、もう片側にも手すりをつけたいということで、学校からの要

請もございまして、今回、予算計上をいたしておるものでございます。 

 次のページにいっていただいて、１８ページです。 

 中段の表ですけれども、教育費、保健体育費、１保健体育総務費、００３保健体育施設費、指

定管理料として２２万８,０００円の予算計上がしてございます。これについて、施設といたし

ましては、真田グラウンドでございます。本年１月から３月までのコロナの影響分ということで、

今回、予算計上をいたしておるところです。 

 それでは、また戻っていただきまして、今度は歳入に移ります。 

 ６ページでございます。 

 国庫支出金、国庫負担金、１民生費国庫負担金、母子生活支援施設入所措置費負担金２２１万

４,０００円。これについては、先ほど母子父子福祉費のところで説明した内容、その財源とな

るところでございます。 

 それから、その下、２衛生費国庫負担金、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金、こ

の部分については、予防接種費の財源となるというところで見てください。 

 それから、その下です。 

 国庫支出金、国庫補助金、１総務費国庫補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金でございます。これにつきましては、今回、事業経営継続補助金、そこの部分の財源とな

るというところでお読み取りをください。 

 さらに、その下、２民生費国庫補助金、子育て世帯臨時特別支援事業費補助金。これについて

は、同じ表現で歳出予算のところで説明したところでございます。 

 それから、その下の低所得の子育て世帯支援特別給付金事業費の給付費補助金並びに事務費補

助金ということです。これも母子福祉福祉費のところで説明を申し上げた部分でございます。 

 さらに、その下です。 
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 ３衛生費国庫補助金、新型コロナウイルスワクチン接種財政確保等事業費補助金。これについ

ては、予防接種費のところで説明をした部分でございます。 

 それから、下がっていただいて、県支出金、県負担金、１民生費県負担金でございます。これ

は、母子父子福祉費のところで御説明を申し上げた部分というところでお読み取りをください。 

 次の７ページに進んでいただきまして、県支出金、県補助金、１総務費県補助金、マイナポイ

ント事業費補助金１９万８,０００円がございます。これは、電算管理費のところで説明をさせ

ていただいたところでございます。 

 さらに、その下、５農林水産業費県補助金、集落営農活性化プロジェクト促進事業費補助金で

ございます。３０万円の予算計上。これは、農業振興費で説明をさせていただいた部分でござい

ます。 

 その下に下がっていただきまして、寄附金、寄附金、１寄附金、一般寄付金として１,０００万

円の予算計上。これは歳出のところで言いますと、基金の積立金のところで説明をさせていただ

いた部分の歳入部分でございます。 

 それから、その下です。 

 繰入金、基金繰入金、１財政調整基金繰入金です。この部分につきましては、今回の補正に係

る財源調整というところでお読み取りをいただければというふうに思います。 

 それから、その下、町債、町債、３合併特例事業債、道路、運動広場それぞれ予算を計上いた

しておるところでございますけれども、今回の補正に係って財源の調整をさせていただいている

部分というところでお読み取りをいただければというふうに思います。 

 それから、参考資料のほうなんですけれども、進んでいただきまして、６７ページから数ペー

ジにわたりまして、総合戦略の実行施策の一覧表をおつけしておるところであります。通常です

と、３月の定例会でこの表は提出させていただくところでありましたけれども、ちょうど総合戦

略の改定と重なった関係で、今回の６月定例においてお示しをするということでお話をさせてい

ただいておったところです。これについては、令和４年度の当初段階での数字ということで、併

せて見ていただいたらというふうに思いますので、補足させていただいておきます。 

 以上で説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、担当課長からの詳細説明が終わったところですが、ここで

１１時半まで休憩します。 

午前11時24分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時33分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き、会議を再開します。 
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 一般会計補正予算（第１号）の詳細説明が終わったところです。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  歳出の１１ページで、０１１非課税世帯に対する臨時特別給付金

事業で、令和３年度の支給は対象となっていないとあるんですが、３年度の分について、申請と

いうか、対象者は分かりますでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  中林保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中林知代枝君）  失礼いたします。３年度の実績につきましては、現在、手持ち

の資料がございませんので、また御説明をさせていただければと思います。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。６番、松蔭議員。 

○議員（６番 松蔭  茂君）  ９ページの企画総務費、００２の地方創生アドバイザーというの

がありますが、参考資料に、国土交通省ＰＰＰサポーター、この人の人件費かと思うんですけど、

ちょっとこの説明がよくわからないんですが、大まかに言って、どういうことをされる人なんか。

国から何かこういうことをしろということで金が来るのか、独自の予算でやるのか。この内容を

ちょっと説明してください。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  今回、お願いをしようとしております地方創生アドバイザーでございま

すが、これは、国費とか、県費とか、そうした財源があるわけではございません。吉賀町のいわ

ゆる単独費で財源を準備をさせていただいて、今回、この３４ページの資料にあります吉長先生

にお願いをしようとするものでございます。 

 これまでの作りとして、千田先生という方に以前お願いをしておりました。これは内閣府の関

係で登録をされた方、ここでマッチングをしてということで吉賀町のほうへお出かけをいただき

ましたが、今回は全くそうではございませんで、吉賀町のほうにあります手持ちの要綱を少しリ

ニューアルをさせていただいて、単独でこの先生にお願いをしようとするものでございます。 

 ３４ページの吉長先生の御紹介の資料、まさに国土交通省ＰＰＰサポーターということで、Ｐ

ＦＩというのはよくお聞きになると思います。ＰＰＰというのは、パブリック・パーソナル・

パートナーシップ、いわゆる官民で一緒にいろいろなことをやっていきましょうと、こういうも

のでございます。今、国土交通省がそうしたことをしておりまして、そちらのほうのサポーター

を、委嘱を受けて吉長先生が活動をしていらっしゃると、この資料でございます。 

 左肩に、先生の写真の下に分野ということで、先ほど申し上げましたＰＰＰ、ＰＦＩ、それか

ら、公的不動産利活用、吉賀町も公有財産がございます。こうしたものの利活用を検討していた

だいたり、それから、公園・文化教育施設、住宅、観光ということで、非常に幅広の活動を、サ

ポーターをしておられます。これは、ある意味、国土交通省の守備範囲の中のお仕事でございま
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して、実は、この資料の中にはありませんが、吉長先生はドクターであります。お医者さんでご

ざいます。ですから、我々といたしましては、今、国土交通省のサポーターの仕事、こうした守

備範囲に加えて、医療という現場に非常に御造詣の深い方でございますので、この分野に加えて、

医療であったり、介護であったり、福祉であったり、それから、もう一つは、これとはまた別に

経済分野に非常にたけた方でございまして、産業課のほうもいろいろ御支援なり、御助言もいた

だいておりますが、以前、議会でも御紹介をさせていただいたかと思いますが、４月１日から、

実は広島のそごうの地下１階の中へ「やさいバス」という作りのものをしていただいて、そこへ、

実は今、吉賀町の有機野菜を持ち込んでいます。そうした御提案をしていただいたのも、仕掛け

は吉長先生でありまして、経済分野、特に生産分野から流通、それから、市場、こうしたことに

も非常にお詳しい方でございますので、ここには国土交通省のことだけなんですが、申し上げま

したように、医療、介護、それから、福祉、経済分野、こうしたことに、いろいろなことで地方

創生、今、総合戦略も第２期目に入りましたが、こうしたことで、いろいろなところで御助言を

いただきたい。さらに申し上げますと、地域づくりにも非常に長けた方でございますので、あり

とあらゆるところに対して御意見をいただきたいということで、今回、お願いをさせていただき

ました。 

 予算的には、本当にわずかでございますが、通常考えると、こうした金額でではとても来てい

ただけるような先生ではないんですが、これまで、私、それから、担当課長、担当者のほうが事

前にお話をさせていただく中で、今、吉賀町が持っている要綱の中でも御指導なり、御助言をい

ただけるというような御快諾もいただいているところでございますので、申し上げましたように、

いろいろな分野で御活躍をいただきたい、御助言をいただきたいということで、今回、予算の上

程をさせていただいたということでございます。 

○議長（安永 友行君）  ６番、松蔭議員。 

○議員（６番 松蔭  茂君）  サポーターとか、アドバイザーとか、コンサルタントとか、そう

いうのをいろいろ今までお願いしてやっていますが、ちょっと町民にはよく分からない。このア

ドバイザーにしても、サポーターにしても、コンサルタントにしても、それを参考に町の施策を

進めておられると思うんですが、何のためにお願いしているのか。アドバイザー、コンサルタン

ト、サポーター、内容がちょっと違うんだろうと思うんですが、せっかくこういう先生を雇うわ

けですけど、その辺がちょっと見えないんです。要するに、成果がどういうふうに上がるのか。

この辺をちょっと、難しいかも分からんけど、今後、こういうことでこういう成果がありました

というようなことを具体的にやられるかどうか。ただ、参考にして、こういうふうにやっとると

いうことだけではよくわからない。せっかくこうして、有名な方だと思うんですが、お呼びして、

お願いしてやるんでしたら、何か成果が、これはこういうことだという、全部じゃなくても、そ
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の都度でもいいからやってもらうことができますか。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  いわゆる成果部分を明らかにしなさいということでございますので、こ

れはまた可視化をしていかなければならないと思いますから、これから予算を議決をしていただ

くと、正式に、今回、吉賀町としての地方創生アドバイザーを委嘱をさせていただくわけでござ

いますが、それ以後の活動の内容であったり、それから、いわゆる成果、これはまた、その折々

で、全員協議会とか、そうした場で報告もさせていただきたいと思います。 

 それから、先ほど申し上げましたが、まず、これまでのところで、委嘱の前のところで申し上

げますと、先ほど言いましたように、「やさいバス」ということで、吉賀町の有機野菜とか、そ

うした加工品を、今、そごうのほうへ「やさいバス」という形で入れていただくような仕掛けも、

既にこの先生にしていただいているということでございますので、成果としての部分は、大きい

ものも小さいものも含めてお示しをさせていただきたいと思っております。 

○議長（安永 友行君）  １１番、庭田議員。 

○議員（１１番 庭田 英明君）  関連ですが、せっかく質問が出ましたので。 

 今、成果という意味では、前のアドバイザーの千田さんがおられましたけど、そういう報告は

受けておりません。ぜひ、これは必要なことですので、御本人の功績にもなりますし、その成果

というものを、ぜひ公表、可視化していただきたいと思います。 

 千田さんの報酬に比べたら、大変減額された報酬なんですけど、御本人さんがそれで可とする

ならば報酬のことは言いませんけど、今の成果なりを評価するにしても、やはり、専属とは言い

ませんけど、この先生と直接話のできる職員というのは、ぜひ配置すべきだと思っておりますの

で、その辺のところをどう考えておられるかということと、ある程度の権限を付与しないと、な

かなか思うような動きもできないと思いますので、町として、そこら辺のことをどのように考え

ておられるか、総合的にお聞かせを願いたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  まず、成果の部分でございます。 

 先ほど言いましたように、今回の吉長先生、議決をいただければ、それ以後のことについては、

どういう形になるか分かりませんけど報告もさせていただきたいと思います。 

 それから、先刻、お願いをしておりました千田先生のものでございますが、これは業務委託と

いう形でお願いをしておりまして、それぞれ年度ごとの成果品という形で報告書も提出をしてい

ただいていると思いますので、また、そうした形で明らかにすることはできようかと思います。 

 金額、報酬等でございますが、本当に申し上げましたように低額でございます。これも、今、

吉賀町が持っております要綱に準じた形で、このことにつきましては、吉長先生にこうしたもの
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しかないですが、ぜひこれでということで御快諾をいただいているということでございますので、

これは、吉長先生に限らずでございますが、これからそうした金額のところについては、また考

えていきたいというふうに思っております。 

 それから、専属の職員というお話がございました。なかなか先生におつきをする、本当に専属

職員というのは非常に難しいわけでございますが、地方創生のアドバイザーでございますので、

業務といたしましては企画のほうになりますので、企画課のほうで担当の職員を、今、準備をさ

せていただいているところでございます。当然、ほかの業務と兼務という形になろうかと思いま

す。 

 それから、権限というお話がございました。よくある国からの招聘をしたりする、中央の官僚

の方を副市長であったり、副知事であったり、そうしたポジションにということになりますと、

そこにはやはり権限もついてくるわけでございますが、今回、お願いをする先生につきましては、

前回の千田先生もそうでございますが、あくまで吉賀町の地方創生アドバイザーという方でござ

いまして、何かにつけての御助言、御指導をしていただくというスタンスでございますので、権

限ということになりますと、先生からいろいろな御意見等をいただいたものを、政策、施策とし

て我々が組み立てて、それでもっていかがなものでしょうかというようなやりとりになろうかと

思いますが。ですから、権限というよりは、むしろそうしたことにたいしての御指南をいただく

というような形で取り組んでいきたいと思いますし、そういうふうなおつき合いをしていかざる

を得ないというふうに思っておりますので、先生からいただいたいろいろな御意見を、早い段階

で形にできるものを我々としては作っていきたい、準備をさせていただきたいということでござ

います。 

 したがって、直接、吉長先生に何がしかの権限を与えるということは、作りとしては少し難し

いかと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  他にありませんか。ないようでしたら、一応、質疑は打ち切ります。よ

ろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようです。 

 日程第１９、議案第４６号令和４年度吉賀町一般会計補正予算（第１号）の質疑は保留をして

おきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２０．同意第１号 

○議長（安永 友行君）  引き続き、日程第２０、同意第１号吉賀町監査委員の選任についてを議
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題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、続きまして、同意第１号吉賀町監査委員の選任についてでご

ざいます。 

 下記の者を吉賀町監査委員に選任したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１９６条第１項の規定により、議会の同意を求める。記、住所、吉賀町□□□□□□□□□。氏

名、上田重夫。□□□□□□□□□□□生まれであります。 

 令和４年６月９日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 提案の理由でございます。上田重夫監査委員の任期が令和４年６月３０日に満了することから、

同職に上記の者を選任するためでございます。 

 経歴等につきましては、今回、おつけをしておりませんが、議員の皆さん、重々御承知の方で

ございます。上田さんにつきましては、六日市病院での勤務を経られまして、柿木村の社会福祉

協議会、それから、合併後の吉賀町社会福祉協議会で長年勤務されまして、平成２６年の７月

１日から現在まで２期８年にわたって監査委員としてお務めをいただいている方でございます。

監査業務全般にわたりまして、大変、御造詣の深い方でありますので、引き続き３期目の選任同

意を求めるものでございますので、どうかよろしくお願いたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようですので、質疑は終わり、これより討論を行います。反

対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認め、これで討論は終わります。 

 日程第２０、同意第１号吉賀町監査委員の選任についてを採決します。 

 この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求め

ます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（安永 友行君）  全員賛成です。したがって、日程第２０、同意第１号吉賀町監委査員の

選任については、同意することに決定をしました。 

────────────・────・──────────── 
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○議長（安永 友行君）  以上で、本日の日程は全部終了しましたので、本日はこれで散会といた

します。御苦労でございます。 

午前11時54分散会 

────────────────────────────── 


